
保護者の方の病気やけが、就労、求職活動、看護・介護等の事由で、 

家庭での保育が困難なときにご利用ください。リフレッシュでも利用できます。 

保育園名 府相 形原南 三谷西 塩津 形原北 東部 

連絡先 68-2331 57-2809 68-3319 68-3840 57-4301 68-5653 

受入年齢 
（4/1 の年齢） 

0 歳児から就学前 
（利用時に生後６ヶ月を経過していること） 

２歳児から就学前 

利用可能日 
日曜、祝日、年末年始を除く開園日 

※土曜日の利用は各園にご相談ください。 

保育時間 

全日…午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分 

半日…午前 8 時 30 分～午後 0 時 30 分 または 

午後 0 時 30 分～午後 4 時 30 分 

※各保育園初回利用時は、ならし保育のため 11 時頃までの利用をお願いしております。 

※半日扱いについて…上記半日の時間内の利用が半日扱いとなります。 

例）午前 10 時から午後 2 時で利用した場合、利用時間は４時間でも全日扱いとなります。 

利用理由 

１ 保護者の傷病、災害・事故、出産、育児休業※、看護・介護等 

２ 保護者の就労、職業訓練、求職活動※等 

３ 保護者のリフレッシュ 

※育児休業については、育休を取得している子以外を預ける場合に限ります。 

※求職活動については、2 ヶ月連続しての利用はできません。 

※利用理由は保護者の申し出のとおりとなり、証明書等は必要ありません。 

申込可能日数 

１及び２の理由によるものは 1 ヶ月 15 日以内 

３の理由によるものは 1 ヶ月 5 日以内 

※複数園利用した場合は、合計日数の上限が上記のとおりとなります。 

利用料金 

４～５歳児  740 円／日（給食 125 円・おやつ 140 円） 

３歳児    940 円／日（給食 125 円・おやつ 140 円） 

０～２歳児 2,140 円／日（給食 210 円・おやつ 140 円） 

※半日利用の場合、利用料は半額です。 

※給食、おやつ代は利用料金とは別途徴収いたします。 

※給食、おやつは預かり時間により在園の子どもと同じものを提供します。 

※食物アレルギー対応が必要な方は各園にご相談ください。 

申込方法 

利用したい保育園に直接電話してください。 

【電話受付対応時間：午前 8 時 30 分～午後 5 時まで】 

・利用希望日の前月、最初の開園日の午前 10 時からお申込みいただけます。 

・利用希望日の前月 10 日（土、日、祝日を除く）までにお申し込み下さい。 

※10 日以降にお申込みされた場合、空きがあればご利用いただけます。 

※先着順ではありません。申し込み状況によっては希望日にお預かりできない場合があります。 

  

一時預かりについて 

蒲郡市役所 子育て支援課 

Tel：0533-66-1107 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用料の無償化について 
 

一時預かり事業利用料は幼児教育・保育の無償化の対象となります。 

無償化対象者は、以下の通りです。 

１ 保育の必要性がある３歳児から５歳児の子ども 

２ 保育の必要性がある０歳児から２歳児の非課税世帯の子ども 
 

無償化の適用を受けるには事前に認定が必要です。 

利用月の前月 25 日までに子育て支援課にて認定の手続きを行ってください。 

※申請書及び就労証明書等を提出してください。また認定の基準は通常の入園と同じです。 

例：就労での事由ならば、保護者が月 64 時間以上就労していること。 

※認定を受けていても無償化の対象とならない場合もあります。 

詳しくは、子育て支援課にお問い合わせください。 

一時預かり『申し込みから支払い』の流れ 

利用したい保育園に電話してください。 

園への連絡は午前 8 時 30 分から午後 5 時までにお願いします。 

どんな子か知りたいのでお子さんを連れてきてください。他に必要なものや提出する書

類、利用する時のお願いなどの説明があります。保護者の方からも預ける時に不安な点

や保育園に知っておいて欲しいことなど遠慮なくお話しいただけると嬉しいです。 

前月 10 日以降に一時預かりが利用できる日をお知らせします。 

「当日の児童の状況」用紙を記入し忘れずに持ってきてください。 

キャンセルする時はなるべく早めに保育園に連絡してください。 

利用した翌月の下旬頃に１ヶ月分の利用料金納付書が届きます。 

金融機関の窓口でお支払いください。※コンビニでの支払いはできません。 

利用日の前日までに提出してください。 

①電話予約を

する 

②利用日確定 

の連絡を待つ 

③保育園で 

打合せをする 

⑤お子さんを 

預ける 

⑥利用料金を 

支払う 

④書類を 

提出する 

面談は各園を初めて利用 

するごとに必要です。 

子育て支援課ホームページ 


